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児童手当は「15 日以内」の申請が必要です！

「佐川町避難行動要支援者名簿」の更新作業を行います

＜ 15日特例について＞
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支

給となります。ただし、出生日や転入した日 (異動日 )
が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日
の翌日から 15日以内であれば、申請月分から支給します。
※申請月が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください！
1. 初めてお子さんが生まれたとき
　⇒出生の翌日から 15日以内に申請が必要です！
2. 第 2 子以降の出産等により養育するお子さんが増えたときなど手当が増額になるとき
　⇒手当が増額する事由が発生した日の翌日から 15日以内に申請が必要です！
3. 他の市町村に住所が変わったとき
　⇒佐川町へ転入したときは(前市町村で届出した転出予定日の翌日から15日以内に)申請が必要です！
4. 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
　⇒公務員になったときは職場へ！退職したときは佐川町へ！
　　その事由が発生した翌日から 15日以内に申請が必要です！

問健康福祉課生活応援係　電話22-7705

当町では平成27年度から、災害時に一人で避難することに不安のある方(※1避難行動要支援者)
の名簿を作成し、毎年更新を行っています。また、対象者の方のうち、避難支援等関係者 ( ※ 2)
への情報提供に同意をいただいた方の名簿を避難支援等関係者に提供し、日頃の見守りや災害時
に備えています。
今回、名簿の更新にあたり、新たに対象となった方に 2月下旬に同意書を個別に送付しています。

内容をご確認のうえ、提出期限までにご返送をお願いします。
また、以前に「同意しない」とご回答いただいている方にも、ご本人やご家族の状況に変化があっ

た可能性を考慮し、隔年で同意書を送付して確認をさせていただいています。

＊自宅で生活をしており下記①～⑥に該当する方
①身体障害者手帳の第１種、総合級 1級～3級の交付を受けている方
②療育手帳の交付を受けている方
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
④介護保険法による要介護 1～ 5までの認定を受けている方
⑤難病患者の方
⑥その他町長が必要と認める方

〇佐川町民生児童委員
〇佐川町社会福祉協議会
〇佐川町消防団
〇自主防災組織
〇高吾北消防本部
〇佐川警察署

平成 31年 3月の佐川町地域防災計画の改定に伴い、「75歳以上のみの世帯の方」は名簿の対象者
から外れたため、以前に「75歳以上のみの世帯の方」だけの要件で同意をいただき名簿にお名前
等を登載されていた方は、現在関係者に提供している名簿には登載されていないことをご確認さ
せていただきます。

問健康福祉課地域ふれあい係　電話22-7716

※ 2 避難支援等関係者※ 1 避難行動要支援者：名簿の対象となる方

高北国保病院 TEL 22-1166
FAX 22-2047

糖尿病教室のお知らせ

一緒に歩きませんか？

3 月の糖尿病教室は、新型肺炎の感染拡大の懸念から、お休みさせていただきます。

日時：4 月 9 日 ( 木 )13 時 30 分～ 14 時 30 分
場所：高北病院病院とその周辺
ウオーキングには、心身ともに良い効果が
あります。日頃、歩く習慣のある方もない方も、
当院の理学療法士に効果のある歩き方を習っ
て、一緒に歩いてみませんか。定員は 20名で
す。
13 時 30 分に病院に集まり、準備体操をし

た後 30分ほど実際に周囲を歩き、帰院後おや
つ付き座談会を行います。( 雨天の場合は室内
で体操します。)事前申し込みが必要ですので、
3月末までに内科外来へお電話ください。締
め切り後も定員に達していなければ受付でき
ますのでご連絡ください。参加者には、健康
パスポートのヘルシーポイント ( ブルーシー
ル ) を 1枚差し上げます。

3 月になるとインフルエンザの流行はおさまってきますが、まだ油断はできませ
ん。かぜ症候群もいろいろなウイルスが原因でおこります。また最近では新型コロ
ナウイルス感染症も話題になっています。いずれも飛沫感染 ( 咳やくしゃみでウイルスが飛ぶ ) や
接触感染 ( ウイルスが付着した手指で目、鼻、口をさわる ) が主な感染経路となります。
このようなウイルス感染症の感染対策として手の清潔と咳エチケットが大切です。流水や石鹸で
の手洗い、手の消毒などをこころがけてください。また咳やくしゃみなどの症状があるときはマス
クをしましょう。
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         かわせみ

新型肺炎対応について
「風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が 4 日以上」または、「強いだるさや息苦しさ」
がある人については、

「相談窓口センター」
電話 088-823-9300　9 時～ 21 時 ( 毎日 )

にご相談いただきますようお願いします。
受診が必要となった場合は、保健所が医療機関を紹介します。

帰国者・接触者の方へのお願い
　最近海外から帰国した方 ( 帰国者 ) またはそういった方と接触があった方 ( 接触者 )
は、症状の有無にかかわらず、院内に入らず、まず、外からお電話にてご相談ください。
なお、これは患者さんだけでなく全ての方が対象です。

「佐川町立高北国民健康保険病院」　電話 22-1166

災害時に一人で避難することに不安がある方へ


